
○浦添市契約規則 

 

 

(入札の無効) 

第 25条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1) 入札参加資格がない者のした入札又は前条第３項の規定による確認を受けない代理人が

した入札 

(2) 指定の日時までに提出又は到達しなかった入札 

(3) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の

額に達しない者がした入札 

(4) 入札者又は代理人の記名押印がない入札 

(5) 同一入札について入札者又は代理人が２以上の入札をしたときは、その全部の入札 

(6) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、双方の入札 

(7) 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札 

(8) 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札 

(9) 入札に関し不正な行為を行った者がした入札 

(10) その他入札に関する条件に違反した入札 

 


